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1  

ギ
ニ
ア
国

 

コ
ナ

ク
リ
市

飲
料
水

供
給
改

善
計
画

 

事
業
化

調
査
成

果
概
要

説
明
協

議
議
事

録
 

   

2
0
05

年
９
月

２
日
か

ら
18

日
に

か
け

て
、
日
本

政
府
は
「

コ
ナ
ク

リ
市
飲

料
水
供

給
改
善

計
画
」

（
以

下
、

計
画
と

い
う

）
に

関
す
る

事
業

化
調
査

団
を
ギ

ニ
ア
国
（

以
下
、

ギ
ニ
ア

と
い
う
）
に

派

遣
し

、
サ

イ
ト

調
査

、
協

議
、
お

よ
び
日

本
で

の
技

術
的
検

討
の
結

果
、
国
際

協
力
機

構
（
以

下
J
I
CA

と
い
う

）
は

事
業

化
調
査

成
果
概

要
書
を

作
成
し

た
。
 

事
業
化

調
査
成

果
概
要

書
の
ギ

ニ
ア

側
へ

の
説

明
お
よ

び
協
議

の
た
め

に
、
J
I
C
A
は

、
株
式

会
社

東
京
設

計
事
務

所
 
海
外

事
業
部

 
参

事
 
由

本
聡

一
郎
を

団
長
と

す
る
事

業
化
調

査
成
果

概
要
書

説

明
調

査
団

（
以
下

、
調
査

団
と

い
う

）
を

2
00
5
年

11
月

４
日
か

ら
1
0
日

に
か

け
て
ギ

ニ
ア
国

に

派
遣

し
た

。
 

協
議
の

結
果
、

双
方
は

附
属
書

に
記
述

さ
れ
た

主
要
事

項
に
つ

い
て
合

意
し
た

。
 

 

2
0
0
5
年

1
1
月

1
0
日

 
コ

ナ
ク
リ

に
て
   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
由

本
 

聡
一
郎

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
モ

ハ
メ
ッ

ド
 I
I
 
シ

セ
 

団
長
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
次

官
 

 
概

要
説

明
調
査

団
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
協

力
省
 

 
J
I
CA
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
  
 
 

  
ギ

ニ
ア
国

 

 
日

本
国

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ナ

ヴ
ァ

・
ツ

ー
レ

 

 
次

官
 

 
水

資
源

エ
ネ
ル

ギ
ー

省
 

 
ギ

ニ
ア

国
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
シ

ェ
イ

ク
・

タ
リ

ビ
・
シ

ラ
 

 
総
裁

 

 
ギ

ニ
ア

水
道
公

社
（

SE
G
）

 

 
ギ

ニ
ア

国
 

2 

附
 

属
 

書
 

 

１
.
 
 
事

業
化

調
査

成
果

概
要

書
内

容
 

 
ギ

ニ
ア

国
政

府
は
調

査
団
に

よ
り

説
明

さ
れ

た
事

業
化
調

査
成

果
概

要
書

の
内

容
に
つ

い
て

、
基

本
的

に

合
意

し
た

。
ギ

ニ
ア
側

は
事
業

化
調

査
成

果
概

要
書

に
あ
る

概
算

事
業

費
が
仮

の
も
の

で
あ

り
、
日

本
側
に

よ
り

今
後

検
討

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
了

解
し

た
。
 

 ２
.
 

日
本

の
無

償
資
金

協
力
に

つ
い
て

 

 
ギ

ニ
ア

側
は

、
2
0
0
5
年

3
月

1
0
日

に
両

者
で

署
名

し
た

議
事
録

の
別
添

１
、
別

添
２

に
記
載

さ
れ
て

い

る
日

本
の

無
償

資
金

協
力

の
ス

キ
ー

ム
及

び
ギ

ニ
ア

国
政
府

の
負

担
事

項
を

理
解

し
た
。

 

 ３
.
 

調
査

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

 
J
I
C
A
は
協

議
結
果

に
基
づ

き
最

終
報

告
書

を
作

成
し
、

2
0
0
5
年

1
2
月
頃

に
ギ
ニ

ア
側

に
送
付

す
る

。
 

 ４
.
 

そ
の

他
関

連
事

項
 

（
１

）
協

力
対
象

事
業

 

本
計

画
の
第

1
期
の

実
施
は

日
本

政
府
に

よ
り
決

定
さ
れ

て
お

り
、
以

下
の

内
容

で
あ
る

。
 

 

a
）

施
設

建
設

：
 

G
r
a
n
d
e
s
 
Ch
u
t
e
s
ダ

ム
か

ら
Y
e
s
s
o
u
l
o
u
浄

水
場

へ
の

導
水

管
の
敷

設
（
口

径

1
,
0
0
0
m
m
、

約
7
.
8
k
ｍ

）
 

b
）

機
材

調
達

：
 

漏
水

調
査

機
材

一
式

 

 本
計

画
の
第

２
期

の
実

施
が
日

本
政

府
に

よ
り
決

定
さ

れ
た

場
合

は
、

以
下

の
内

容
と
す

る
こ

と
で

双
方

は
了

解
し

た
。

 

 

a
）

施
設

建
設

：
 

送
水

管
の
敷

設
 
（
口

径
1
,1
0
0
m
m
、
約

3
.
5
K
m）

 

 
Y
e
s
s
o
u
l
o
u
浄

水
場

の
拡
張

 
（

浄
水

能
力

4
5
0 
 
/
s
の
第

3
浄

水
場

の
建

設
）
 

 

（
２

）
実

施
体
制

 

調
査

団
は
、

本
計

画
を

実
施
す

る
際

に
は

、
ギ
ニ

ア
側

負
担

事
項

の
確

実
な

履
行

が
必
要

で
あ

り
、

そ
の

た
め

に
は

、
協

力
省

、
水

資
源

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

省
お

よ
び

ギ
ニ

ア
水

道
公

社
（

S
EG
）
に

よ
る
緊

密

な
連

携
体
制

の
構

築
が

必
要

で
あ

る
旨

を
説

明
し

た
。

 

ギ
ニ

ア
側
は

、
こ

れ
ら

の
組
織

が
十

分
な

連
携
を

と
っ

て
本

計
画

を
実

施
す

る
こ

と
に
つ

い
て

了
承

し
た
。

 

 （
３

）
維

持
管
理

体
制

 

調
査

団
は
、

本
計

画
が

実
施
さ

れ
た

場
合

、
そ
の

効
果

を
最

大
限

に
発

揮
す

る
た

め
に
は

、
実

施
機

関
で

あ
る

ギ
ニ
ア

水
道

公
社

に
よ

る
適

切
な

維
持

管
理
お

よ
び

予
算

措
置

が
極

め
て

重
要

で
あ

る
こ

と
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3 

を
説

明
し

た
。
ギ

ニ
ア

側
は

こ
の

点
に

同
意
し

、
維

持
管

理
費

用
及

び
必
要

な
要

員
を

確
保

す
る

こ
と

を
約

束
し
た

。
 

 （
４

）
用

地
取

得
 

ギ
ニ

ア
側

は
、

サ
イ

ト
に

お
け

る
用

地
取

得
お
よ

び
住

民
移

転
に

つ
い

て
は

、
都

市
計
画

・
住

宅
省

と
連

携
し

つ
つ
責

任
を

持
っ

て
行

う
こ

と
を
確

約
し

た
。

送
水

菅
の

ル
ー
ト

変
更

に
よ

り
国

道
を

通
過

す
る

部
分

に
つ
い

て
は

、
ギ

ニ
ア

水
道

公
社

が
公

共
事

業
省

と
国

道
の

拡
幅

工
事

の
進
捗

等
に

つ
い

て

調
整

し
、

日
本

側
建

設
工

事
が

円
滑

に
実

施
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
を

約
束

し
た
。

 

 （
５

）
免

税
措

置
 

ギ
ニ

ア
側

は
、

本
計

画
に

か
か

る
免

税
に

係
る
手

続
き

を
行

う
こ

と
を

確
約

し
た

。
ギ
ニ

ア
側

は
協

力
省

が
そ

の
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 

（
６

）
ギ

ニ
ア

側
負

担
事

項
 

調
査

団
は
、

ギ
ニ
ア

側
が
負

担
す

べ
き
事

項
と
し

て
、
別
添

１
に

記
載

さ
れ

て
い

る
項

目
を

説
明

し
、

ギ
ニ

ア
側

は
そ

の
履

行
を
約

束
し

た
。

 

 （
７

）
調

査
結

果
の

責
任

 

調
査

の
結

果
作

成
さ

れ
た

全
て

の
文

書
、

図
面
に

基
づ

く
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

の
結
果

に
つ

い
て

は
、

ギ
ニ

ア
側

が
責

任
を
負

う
。

 

  

  

4 

別
添
１

 
ギ
ニ

ア
国
側

負
担
事

項
の
概

要
 

 （
１

）
 

仮
設

用
地

（
Y
e
s
s
ou
l
o
u
浄

水
場

横
の

S
E
G
所
有

地
、

シ
ン

バ
ヤ

事
務

所
敷

地
）

 

（
２

）
 

施
設

用
地

（
含

工
事

用
用

地
、

ア
ク

セ
ス

道
路

）
の

確
保

 

（
３

）
 

浄
水

場
ア

ク
セ

ス
道

路
の
不

陸
処

理
 

（
４

）
 

浄
水

場
周

り
の

フ
ェ

ン
ス
移

設
工

 

（
５

）
 

地
下

埋
設

物
の

情
報

提
供

及
び

掘
削

時
の

立
会

い
 

（
６

）
 

既
設

管
と

新
設

管
と

の
接

合
時

の
協

力
（

工
事

立
会

い
と

断
水

の
連

絡
）

 

（
７

）
 

フ
ラ

ッ
シ

ン
グ

と
水

圧
試

験
用

水
の

提
供

 

（
８

）
 

塩
素

消
毒

時
の

作
業

協
力

 

（
９

）
 

浄
水

場
既

存
関

連
施

設
（

前
塩

素
及

び
石

灰
注

入
施

設
）

 

（
１

０
）

 管
路

建
設

予
定

地
内

の
不

法
住

居
、

畑
、

プ
ラ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

等
の

除
去

 

（
１

１
）

 資
機

材
配

備
先

の
機

材
保

管
用

地
及

び
施

設
の

確
保
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